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［注意事項〕

l、 印鑑登録証明 ，
！；の父付を受げようとするときは、 こ，J)印鑑登録

址を提ぷしてFさい。 ごれがないときは交付屯消ができません，

2. 印鑑登緑正を持参して印鑑の登緑の証明を受けようとする者に

対してのみ、 印鑑ゞで録遂町じな交付；ます。

3. この印鑑登録証は江iこ！姐；、切に［平してドさいc

4. この印箆登録址を亡失したときは直ちに本人が）甘出てFさい，

3． 印鑑登緑証か著しく汚染又はき担したときは再発行の手続きを

とらなければなりませんっ

6. つぎの場合は登録証を返してドさい。

(1)印鑑登鋲を廃止するとさ

(2)転出及び死亡のとき。

(3)亡失した登録証を発見したとさ
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